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（訂正）「平成 18 年５月期決算短信（連結）」および 

「平成 18 年５月期個別財務諸表の概要」の一部訂正について 

 

平成 18 年７月 18 日付で発表いたしました「平成 18 年５月期決算短信（連結）」および「平成

18 年５月期個別財務諸表の概要」の内容につきまして一部訂正がありますので、下記のとおりお

知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．平成 18 年５月期決算短信（連結） 

  31 頁 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

＜訂正前＞ 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、30,863,863

千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 
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＜訂正後＞ 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、30,860,361

千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

  

２．平成 18 年５月期個別財務諸表の概要 

76 頁 ２．その他の役員の異動 （１）新任取締役候補 

＜訂正前＞ 

新 氏 名 旧 

取締役兼執行役員 

 営業本部長 

澤村 文雄 執行役員 

 営業本部長 

取締役兼執行役員 

 技術開発本部長 

東城 哲朗 執行役員 

 技術開発本部副本部長 

＜訂正後＞ 

新 氏 名 旧 

取締役兼執行役員 

 営業本部長 

澤村 文雄 執行役員 

 営業本部長 

取締役兼執行役員 

技術開発本部長兼技術開発部長

東城 哲朗 執行役員 

技術開発本部副本部長兼技術開発部長

 

77 頁 ３．執行役員の異動 （３）その他執行役員の異動 

＜訂正前＞ 

新 氏 名 旧 

取締役副社長兼副社長執行役員 

  

近藤 純子 取締役副社長兼副社長執行役員 

 技術開発本部長 

取締役兼執行役員 

 技術開発本部長 

東城 哲朗 執行役員 

 技術開発本部副本部長 

＜訂正後＞ 

新 氏 名 旧 

取締役副社長兼副社長執行役員 

  

近藤 純子 取締役副社長兼副社長執行役員 

 技術開発本部長 

取締役兼執行役員 

 技術開発本部長兼技術開発部長

東城 哲朗 執行役員 

 技術開発本部副本部長兼技術開発部長

 

以 上   
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